
女性活躍推進法題 8条に基づく一般事業主行動計画について、以下の通り公表致します 
 
 

社会医療法人社団光仁会	 行動計画  

（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第 8条に基づく） 
 

令和 2年 6月 25日 
 
	 性別に関係なく職員誰もがワークライフバランスを保ちながらいきいきと働き続けられる職業

環境を確立するため、次のように行動計画を策定する 
 
１．計画期間：	 	 令和 2年 6月 25日～令和 7年 6月 30日 
２．目標と取組内容： 

目標１：	 より多くの女性が活躍できる環境の整備を行い、在職する職員の男女比を踏まえ	 	 	

管理職に占める女性労働者の比率 60％以上を維持する	

	

取組内容（令和 2年 6月から） 
①院内保育園の入園対象者を見直し、安定経営を実施する	

	 ②人事評価制度を見直し、男女によって格差がなく透明性の高い評価基準・運用等について精

査・検討を行い、必要があれば変更を行う	

	 ③研修制度を周知し、男女の区別なくキャリアップを含めた外部研修を実施する	

	

	

	

目標２：	 より勤務しやすい就業環境を作り、男性・女性ともに平均勤続年数を 9年以上とする 
 
取組内容（令和 2年 6月から） 
	 ①職員個人の有給休暇の取得状況を把握し、有給休暇の取得促進策を策定する	

	 ②産休・育休・長期休暇者への復職支援の窓口を設置し復帰の助力とする	

	 ③産前産後休業・育児休業制度の周知、出産手当金・育児休業給付金や傷病手当金制度等の情

報共有を行い、復職支援の充実を図る 
	

	

 






